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第六次千葉県障害者計画 第 2部 

「現状と課題及び今後の施策の方向性」 

 
Ⅰ 主要な施策 

障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

 

千葉県袖ケ浦福祉センターは、福祉型障害児入所施設（養育園）、障害者支援施設

（更生園）等によって構成されています。主に知的障害のある子どもには、自立した生活

に向け、必要な知識・技能を提供し、知的障害のある人には入浴・排せつ・食事等の介

護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供しています。 

施設の管理運営については、平成１８年度に従前の管理委託制度から指定管理者

制度に移行し、社会福祉法人千葉県社会福祉事業団が指定管理者として管理運営を

行っています。また、千葉県行財政システム改革行動計画の見直し方針を踏まえ、平

成１６年から更生園利用者の地域移行の促進と入所定員の削減を行い、強度行動障害

等の障害が重く支援が困難であったり、手厚い介護や特別な健康管理を必要とする知

的障害のある人への支援に特化した、施設入所支援、生活介護、短期入所の障害福

祉サービスを提供してきました。 

平成２５年１１月に養育園の利用者が死亡する事件が発生したことを受け、県では、

問題の全容を究明するため、平成２６年１月に外部の有識者による「千葉県社会福祉事

業団問題等第三者検証委員会（第三者検証委員会）」を設置しました。 

第三者検証委員会は、千葉県袖ケ浦福祉センターにおける虐待事件問題、千葉県

１入所施設等から地域生活への移行の推進 

◇ 千葉県袖ケ浦福祉センターについては、県立施設として被虐待児童のシェルタ 

ー機能や強度行動障害支援等拠点としての機能・役割を果たすとともに、支援の

在り方を大規模集団ケアから少人数を対象としたきめ細かなケアに転換するた

め、利用者の地域への移行を進めます。 

 

（６）県立施設のあり方 

総合計画から 
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袖ケ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団のあり方について検証を重ね、平成

２６年８月７日に最終報告（答申）を県に提出しました。最終報告（答申）では、虐待の主

な原因とそれに関する提言や、センター・事業団の指導監督等に関する県の責任につ

いて、また、今後のセンター・事業団のあり方、県や外部による重層的なチェックシステ

ムの構築などについての提言がまとめられました。 

    県では、第三者検証委員会の最終報告（答申）を踏まえて、平成２７年度から２９年度 

を集中見直し期間に設定するとともに、県の積極的な関与の下でセンター・事業団の見

直しを進めるため、平成２８年度から２９年度までの２年間について、事業団を非公募で

指定管理者に指定し、センター及び事業団の見直しに取り組んできました。 

その見直しの進捗状況については、平成２６年１１月に設置された外部有識者による

「千葉県袖ケ浦福祉センター見直し進捗管理委員会（見直し進捗管理委員会）」におい

て、調査審議を行ってきましたが、平成２９年３月に見直し進捗管理委員会から中間意

見が提出され、養育園は、定員の削減が進むなど、改善が図られていることを受けて、

「改善がみられ、県立施設として公募による民間法人による指定管理を続ける社会的意

味がある。」と、評価されています。 

その一方で、更生園は、定員の削減がほとんど進まない上、日中活動支援が適切に

行われていないなど、「重要な事項での改善及び支援水準の向上が県立施設としての

レベルに本計画の終了時点（平成３２年度末）までに達成できない場合は、県立施設で

はなく、民営の入所施設としての経営を予定し、再度の公募による指定管理は行わない

ものとすべきである。」と指摘されています。 

そのため、更生園については、虐待のリスクを極小化し、個々の利用者に合った適正

な支援を確保するため、支援のあり方を大規模集団ケアから少人数を対象としたきめ細

かなケアに転換するとともに、組織・人材マネジメントが機能するための施設規模とする

必要があります。 

また、利用者の民間施設や地域への移行を進めるに当たっては、利用者に合った支

援が受けられる移行先の選定・調整や、受入側の支援体制の確保、利用者・保護者へ

の十分な情報提供や不安の解消に関して、県が積極的に支援することに加え、関係者

が一体となって取り組む必要があります。 

こうした中、平成３０年度からの指定管理については、第三者検証委員会の最終報告

（答申）で示された方向性に沿って、小規模ケアと、組織・人材ガバナンスの徹底を図る

ため、これまでの更生園・養育園の一体運営を見直し、分割して募集を行ったところ、千

葉県社会福祉事業団を指定管理者として指定しました。平成３０年度からの指定管理に

おいて、事業団から提案のあった事業計画が着実に実施される必要があります。 

さらに、集中見直し期間における見直しへの取組については、平成３０年の夏頃まで

に、見直し進捗管理委員会から最終報告（答申）が提出される予定であり、その最終報

告（答申）を踏まえ、引き続きセンター及び事業団の見直しに取り組む必要があります。 
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【Ⅱ 取組みの方向性】 

 

① 平成29年度までのセンター及び事業団の見直しの取組について、「見直し進捗管理 

委員会」が評価した最終報告（答申）を踏まえ、引き続き見直しに取り組むとともに、 

平成30年度からの指定管理において、事業団から提案のあった事業計画の取組が 

着実に実施され、支援の質の向上が図られるよう、県や外部有識者による重層的なチェ

ックを行います。また、更生園の小規模ケアへの転換を図るため、強度行動障害がある 

利用者の地域移行に向け、グループホーム等の受け皿の整備や支援を担う人材の育 

成などに取り組みます。これらの取組を進めることにより、千葉県袖ケ浦福祉センターが

県立施設としての機能・役割を果たせるよう、適正な運営の確保に努めます。 

また、今後の中長期的な千葉県袖ケ浦福祉センターのあり方について、見直し進捗

管理委員会の最終報告（答申）及び「千葉県県有建物長寿命化計画」を踏まえ、運営

形態や施設整備等について検討します。 

 

② 更生園については、当面、県立施設として、強度行動障害者支援に係るノウハウを 

支援関係者に対して情報発信するなど、民間のモデルとなる強度行動障害支援等 

拠点としての機能・役割を果たします。また、きめ細かなケアを進め、個々の利用者 

に合った暮らしを確保するため、定員規模の半減を目指すとする第三者検証委員会 

の答申に沿って、利用者の民間施設や地域への移行を推進します。 

さらに、見直し進捗管理委員会からの中間意見を踏まえ、重要な事項での改善や 

支援水準の向上が県立施設としてのレベルに本計画の終了時点（平成32年度末）ま 

でに達成できるよう、更生園の見直しに取り組みます。 

 

③ 養育園については、強度行動障害のある児童など民間では受入れが困難な障害児、

被虐待児等を積極的に受け入れます。 

また、県立施設の公的責任として、被虐待児童のシェルター機能（セーフティネット

機能）や、保護者と利用者、地域をつなげる相談・療育支援などの機能・役割を果たし

ます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２８年度 

実績 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

11 
千葉県袖ケ浦福祉センタ

ー更生園の入所者数 
８３ ７５ ７０ ６５ 

    


